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（１）はじめに
　我が国では、自殺者数が1998年から2011年
まで年間３万人を超えるという異例の事態が
続き、その一因として、昨今の労働環境の劇
的な変化による労働者への精神的負荷が高
まったことがあげられました。また、厚生労
働省による2018年の労働安全衛生調査では、
58.0％の労働者が１）、2020年の同様の調査で
は54.2％が２）、仕事による強いストレスを抱
えていると報告されました。さらに、精神障
害の労災申請件数および支給決定件数も年々
増加傾向にあり、2021年度は、それぞれ2,346
件、629件と報告されました３）。これらの互
いに関連しあう複数の事象を背景として、企
業・自治体などのメンタルヘルス（心の健康）
対策に寄せられる関心や期待が加速度的に高
まっていきました。
　2004年10月、厚生労働省から「心の健康問
題により休業した労働者の職場復帰支援の手
引き」４）（2009年３月改訂５））が発行され、
休業者の職場復帰に向けて、上司、主治医、
産業保健スタッフ（産業医、保健師等）等の
関係者による包括的支援が求められるように
なりました。さらに、2006年３月には、「労
働者の心の健康の保持増進のための指針」が
発表され６）、先の「手引き」とともに活用す
ることが求められました。
　2014年６月には、「労働安全衛生法の一部
を改正する法律」が発令され７）、長時間労働
者に対する医師による面接が義務付けられま
した。また、翌年12月１日、個人のストレス
への気づきを促したり、集団分析により高ス
トレス集団と判明した職場の改善を促したり
することを目的とした「ストレスチェック制

度」が導入されました８）。
　このように矢継ぎ早に「心の健康」対策の
実践と成果が期待される中、企業などの産業
医や保健師などの産業保健スタッフの職務
は、従来の健康診断を通じた健康管理から質
量ともにより「心のケア」にシフトせざるを
得なかったといえます。スタッフは、各地で
頻回に催される研修会や学会に出向いて学
び、実践の場で試行錯誤を繰り返しながら、
メンタル不全に陥った社員の頼れる支援者と
して成長していきました。
　本稿では、ストレスチェック制度導入から
７年が経過したのを機に、日々の復職支援活
動やメンタルヘルスの相談を中心とした産業
保健活動を振り返り、職場における精神疾患・
障害を扱う上で浮かび上がってきた問題点や
今後の課題について、産業医学および産業精
神保健学の視点から考察してみたいと思いま
す。

（２�）職域における精神疾患・障害と「事
例化」の関連

　産業保健スタッフの元には、当人や上司、
同僚、人事部等から、身体や精神の疾患・障
害に関する様々な健康相談が日常的に持ち込
まれます。相談内容は、疾患・障害に明確に
分類されるものから、就業時間中の長時間の
居眠りや器物破損、奇行・奇声、遁走など医
学的な解釈や介入は難しいと思われるものま
で様々です。共通しているのは、各々の職場
や人事部において、「事例化」（解決を目的と
した何らかの介入が求められるに至った状
態）しているということです。裏を返せば、

「事例化」していなければ、基本的に産業保
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健スタッフが介入する余地はないということ
になります。例えば、社員が、てんかん、統
合失調症、双極性障害（躁うつ病）やパニッ
ク障害などの疾患・障害を抱えていたとして
も、産業保健スタッフが長期間気づかずにい
ることは稀ではありません。疾患が、内服治
療や短期間の入院治療によって比較的上手く
コントロールされており、勤怠や生産性、あ
るいは人間関係に大きな悪影響を及ぼさない
限り、すなわち「事例化」しないままでいる
限り、産業保健スタッフの支援対象とはなり
ません。「事例化」の基準は、疾患・障害の
重症度や当人にとっての深刻さではなく、職
場の生産性や人間関係にどの程度悪影響を及
ぼしているかによると言ってよいでしょう。
　とはいえ、人知れず持病を抱えながら働い
ている社員に関して、産業保健スタッフが放
置しておいてよいかと問われれば「否」です。
健康診断やストレスチェック後の事後措置面
談、長時間労働面談の機会を利用して、最大
限の情報を得る努力をすべきと思います。そ
れは、緊急時の迅速かつ適切な対応を可能に
するためでもあります。産業保健スタッフが
事前に起こりうる緊急事態を想定していれ
ば、例えば、てんかん発作やパニック発作な
どは、周囲を驚かせますが、適切な応急処置
によって事なきを得ることもあります。当人
にとっても、救急車要請などによって不必要
に衆目にさらされずに済むという利点があり
ます。過度な飲酒癖やギャンブル依存症など
を個別に把握しておくことも、「事例化」し
た際に適切な支援を可能にします。
　さらに、当人が、持病がゆえに差別される
ことを怖れ、隠さなければならないような職
場であれば、人事部に対して、人権研修の一
環として「疾患・障害に対する差別」に抗す
る取組みをするよう助言します。産業保健ス
タッフが感じている人権に関する問題意識を
常に人事部の担当者と共有する必要がありま
す。2020年初頭からの新型コロナウィルスの
世界的流行に伴う感染者や医療者への差別は
言うに及ばず、未だにエイズ差別が根強くあ

るために、HIV感染者や血友病患者が不必要
なストレスにさらされていることを忘れては
なりません。
　産業保健スタッフは、特定の疾患に対する
差別の存在をよく理解した上で、当人が不利
益を被ることのないように支援方法を工夫す
る必要があります。そうすることで不必要な

「事例化」を防ぐことができます。
　次の章では、「事例化」した精神疾患・障
害のうち、４週間以上の休業をし、復職支援
を要した86名の事例（2013年９月～2020年２
月）について、心療内科・精神科医による診
断名の産業医学的な解釈を試みたので、紹介
したいと思います。専属産業医が、その職務
のうち最も多くの時間と労力を費やすのが、
休職者の復職支援と言ってもよいほど、精神
の不調を理由に休業する社員が増えていま
す。企業等におけるメンタル不全の問題は、
今日の社会現象とも言うべき社会医学的な様
相を帯びていると言えます。

（３�）精神疾患・障害を理由とする休業
者の復職支援

　関西地区に本社を置くある機械製造・販売
業の事業場において、2013年９月から2020年
２月までの６年半の間に、精神疾患・障害を
理由に４週間以上休業した86名に対して復職
支援を経験したので、その過程や結果を基に、
現状の問題点や今後の課題につて考察してい
きます。
　復職支援の方法は、概ね厚生労働省の「心
の健康問題により休業した労働者の職場復帰
支援の手引き」に従って実施しました。復職
支援は、産業医、保健師、人事部担当者の三
者が中心になり、それぞれ役割分担をしなが
ら進めていきました。休業中は、保健師が定
期的に連絡をとり、得られた情報を産業医と
共有しながら復職のタイミングを計りまし
た。「復職可能」とする主治医の診断書が発
行される頃には、当人の復職先が検討されま
すが、当人が異動を希望する場合は、人事担
当者が受入先の調整をすることになります。
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復職支援活動は、チームワークが重要です。
関係者間で情報を共有しながら慎重に調整を
進める必要があるからです。休業者の主治
医（精神科医や心療内科医）との連携につい
ては、後段において詳しく述べたいと思いま
す。当人が希望しない場合は、情報の共有を
スタッフ間であってもしないことが時には要
求されます。当人の不利益にならないような
形で支援するには、当人がどういう形で復職
をしたいかを丁寧に聞き取り、意を汲む必要
があります。当然のことながら復職の目途が
つきはじめたら、復職先の部署の管理職との
連携を速やかにとることを心がけ、復職のタ
イミングを逃さないことが大切です。

１）性別、年代の偏りについて
　図１に対象者86名の年齢階級別の人数を男
女別に示します。年齢は発症時とします。
　社員全体の約80%が男性ですが、復帰支援
対象者の90%が男性でした。
　図２（男性）・図３（女性）では、年代別
の社員数割合と比較した時の復職支援者数の
偏りを見ることができます。ここでは健康診
断対象者数を全社員数に一致するとみなして
います。対象者は、男性では30・50歳代がや
や多いですが、30歳未満と40歳代においては
ほぼ社員数の比率を反映していました。女性
は、30歳未満が突出していますが、総数が少
なく統計的には参考値に留めます。男女とも
に60歳以上に支援対象者はいません。60歳以

図１　復職支援対象者の男女別・年代別人数

図２　男性：健康診断対象者と復職支援対象者の年齢階級別割合
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上の社員が精神疾患・障害を原因として４週
間以上休むことは調査期間中皆無でした。
　期間中、ストレスチェックの事後措置面談
希望者は、60歳以上にあっては男女ともに皆
無でした。本稿の冒頭で、厚生労働省の調査
によると「仕事による強いストレスを感じて
いるものの割合」が2020年で54％と紹介しま
したが、60歳代以上に限ると34.4％であるこ
とからも、60歳以上の労働者が比較的安定し
た精神状態で働いていることが伺えます。

２�）心療内科・精神科医による診断名と産業
医による産業医学的分類について

　産業医は、休業者の職場関係者や人事担当
者に対して、主治医による診断書を解釈・説
明をしなければなりません。復職にあたって
は、異動や配置転換が必要かどうかの判断も
求められます。より説明しやすくするために、
多種多様な診断書上の「診断名」を便宜的に

９種類に分類しました。仮にこういう便宜的
な分類を「産業医学的分類」と名付け、「診
断名」と対比させ表１に示しました。このこ
とは、主治医による診断書上の「診断名」を
無視したり、軽んじたりすることを決して意
味しません。「産業医学的分類」はあくまで
も実用的に運用するための便宜的手法と理解
していただきたいと思います。
　「診断名」のうち最も多かったのは、「うつ
病」、「うつ状態」、「抑うつ状態」などのうつ
病圏の疾患を表したものであり、全体の60%
を占めます。そのうち約90%が職場で何らか
の不適応をおこしたことがうつ状態の引き金
になった原因と考えられ、産業医学的には「適
応障害」に分類しました。この群に共通する
傾向は、職場以外では、意欲や行動力が減じ
ていないことです。家族やペットの世話をし
たり、趣味の釣りやバンド活動、スポーツを
楽しんだりすることは概ねできています。若

図３　女性：健康診断対象者と復職支援対象者の年齢階級別割合

表１
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年者に多いとされる「新型あるいは現代型う
つ病」は、少子化やゆとり教育などの社会現
象を反映している一面があるのかもしれませ
んが、現実には、20歳代から50歳代まで幅広
く存在するので、ここでは特にその視点から
の考察は控えます。また、抗うつ薬の開発が
進んだことによる「うつ」のすそ野の広がり
を論ずる向きもありますが、分析は専門家に
譲ってここでは言及を避けたいと思います。
　憂うつな気分や意欲の低下などの精神症状
と、さらに食欲不振、不眠、疲労などの身体
症状が２週間以上持続する状態が「大うつ病
性障害」（DSM-5「精神疾患の診断と分類の
手引」第５版、米国精神医学会）９）と定義さ
れていますが、この定義に該当する者が４名、
残る２名は、過去のエピソードや誇大的な態
度から双極性障害（躁うつ病）が強く疑われ
たので、便宜的に双極性障害と分類しました。
くどいようですが、産業医は、「診断」をす
る立場にはありません。分類は、あくまでも
便宜的なものであり、専門外の関係者にわか
りやすく説明することと、復職にかかる調整
を円滑にすることを目的とします。
　「適応障害」と診断された者は、全員が産
業医学的に「適応障害」と分類しても矛盾し
ないと思われました。また、「不安障害」や「パ
ニック障害」、「自律神経失調症」、「身体表現
性障害」、「心因反応」、「急性ストレス反応」、

「重度ストレス反応」と診断された者全員が、
「適応障害」と分類した方が関係者の理解を
容易にすると思われました。アルコール依存
症や統合失調症に関しては産業医学的分類を
する必要はなく、偶然かもしれませんが、典
型的な職場不適応を示すエピソードはありま
せんでした。
　一般論ですが、アルコール依存症の治療は、
困難を極め、職場復帰も困難なケースが多い
と思われます。時に家族の協力が不可欠です
が、必ずしも功を奏すとも限りません。妄想・
幻覚を症状とする統合失調症に関しても、薬
剤によるコントロールが不良な場合は、職場
復帰は困難と言わざるを得ません。アルコー

ル依存症や統合失調症は、他の精神疾患・障
害に比べより継続的かつ緻密な支援が必要と
されると言ってよいでしょう。
　誇大的な態度や浪費、エロティシズムの高
揚などを症状とする双極性障害は、中高年に
まったく発症しないわけではありませんが、
好発年齢は20から30歳までの若年者であると
言われています。そのために、職域において
早期に破綻してしまうことが多いせいか、産
業医への相談は単極性障害に比べ圧倒的に少
ないのですが、双極性障害のある社員が適切
な医療を受けていない可能性があることを常
に念頭に置いておく必要があります。社員の
奇妙な、妙に攻撃的な言動に困っている職場
があれば、産業医は、情報を収集し、双極性
か単極性かを判断し、一刻も早く適切な医療
機関を受診するよう本人を説得する必要があ
ります。双極性が疑われる場合は、その根拠
となった代表的なエピソードを紹介状（診療
情報提供書）に記しておけば心療内科・精神
科医には意図が十分伝わり、適切な薬剤が処
方されるはずです。

３）転帰について
　下表に示すように、残念ながら86名のうち
12名が退職しました（離職率14％）。そのう
ちの３名は、いったん異動復帰したものの異
動先においても「適応障害」の症状を呈した
後に依願退職の形で退職となりました。原職
に復帰したもののやはり「適応障害」に近い
症状を呈し依願退職に至った者が３名ありま
した。また２年近い福利厚生制度に定められ
た長期休職期間を経て退職した者が３名あり
ました。さらに１名は入社時より体調不良が

表２
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続き長期休職した後に退職しました。残る２
名は、学業に戻る、別の職種への転職を希望
するといった入社３年以内の若手社員でし
た。
　原職復帰した者は33名、異動復帰した者は
34名でした。調査終了時（2020年２月）に休
職中であった者が７名でした。
　復職支援に関して、該当者が退職を強く希
望する事例もあり、本人の意思に反した復職
支援はすべきでないとの意見もあることは想
像に難くありません。しかし、結果的に転職
をした方が本人の適性・能力を考えた時には
よかったと思われる場合があったとしても、
産業医としては、最後の最後まで復職にこだ
わった支援を心がけるべきではないかと考え
ています。その理由は、本人が本当に辞職を
望んでいるかどうかを、一度や二度の面談で
判断するのは難しいからです。その判断は、
産業医の職権を超えるものであるとも思って
います。「自分は、職場で必要とされていな
いから辞めた方がいい。」という気持ちが休
業者の気持ちの奥底にはしばしばあります。
そういう精神状態だからこそ、産業医の「最
終的にはあなたの人生だから、あなたが決断
していい。」という言葉によけいに傷ついて
しまいかねません。退職した12名は、残念で
はありますが、とことん話し合った末の結果
でした。退職に至るまでに、時にウンザリさ
れるくらいでちょうどいいと思っています。

４�）心療内科・精神科主治医と産業医の連携
について

　復職支援活動は産業医のみによってはなし
えず、保健師や人事部の担当者、職場関係者

（主に上司）との共同作業であることは言う
までもありません。また対象者の希望のみな
らず、職場関係者の意向も考慮にいれながら、
復職の調整をしなければなりません。とはい
え、この作業は決してたやすくはありませ
ん。場合によっては、主治医との連携が必要
と思われる事例がないわけではありません。
しかし、実際には主治医と産業医とのコミュ

ニケーションは、心理的にも物理的にも容易
ではありません。双方の間に存在するある種
の緊張は、主治医にとっては「患者」であり、
産業医にとっては「事例化した社員」である
という関係性の違いに起因するものと考えら
れます。個人的には、職務の中で限られた時
間を主治医との連携に費やすよりも、復職支
援対象者や職場関係者との面談を通じ、現実
的な解決策を提示・調整していく方により力
を注いだ方がよいと考えています。
　心療内科・精神科医師にとって第一義的に
重要なのは、「患者」との信頼関係を築くこ
とであり、そのためには時に閉鎖的な態度を
とらざるを得ません。結果的に主治医との閉
鎖的な信頼関係が復職支援につながることも
稀ではありません。誤解を怖れずに言えば、
産業医が、心療内科・精神科医とコミュニケー
ションをとらないからといって、そのことが
当人の回復・職場復帰を妨げるものではない
と思っています。
　将来的に産業医として働くことも選択肢の
一つとして考えている医師であるなら、１−
２年間、精神科病棟での勤務を経験しておく
とよいかもしれません。個人的には、最初か
ら産業医になろうと思っていたわけではあり
ませんが、精神科病棟勤務を早い時期に２年
間経験しています。その経験があったからこ
そ、「事例化」した社員の中で、「統合失調症」、

「双極性障害（躁うつ病）」、「アルコール依存
症」、「てんかん」等が疑われた社員を専門の
精神科医につなげ、適切な治療に導くことが
できたのではないかと思います。精神科の外
来患者だけでなく、入院患者の治療に携わる
中でより全人的に患者を診る習慣がつくよう
にもなります。
　精神科の経験がなまじある産業医は、治療
に近い行為をしてしまう危険性があります
が、それはご法度であり、産業医はあくまで
も「橋渡し」をする調整役が職務であると考
えています。なお、精神科専門医が患者を診
断するプロセスの複雑さ・難しさについては、
精神病理学者である深尾憲二朗の「精神病理
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学の基本問題」10）が参考になります。
　産業保健師は、産業医よりも社員に頼られ
ることが多く、調整役以上の「親密さ」を求
められることもありますが、自分一人で問題
を抱え込まないことが大切です。

５）長時間労働との関連において
　86名の復職支援対象者のうち長時間労働の
面談対象者として面談を実施したのは２名の
みでした。明らかに月80時間以上の時間外労
働をしていると思われた上級管理職の１名を
合わせても３名であり、全体のわずか3.5%に
とどまっています。一事業場の例だけで一般
化すべきではありませんが、長時間労働が単
独で精神疾患・障害の原因となる可能性は低
いことが示唆される結果でした。現実には、
長時間労働そのものよりも、上司との人間関
係や常に納期・期限に追われているなどの精
神的負荷がきっかけになる事例が多いという
印象を受けています。
　時間外労働についてさらに言及しますと、
景気の波によって急に時間外労働が減少した
場合、あるいはその逆の場合にも言えること
ですが、労働時間の大きな変化そのものがス
トレスとして表面化する可能性は高いと思わ
れます。「変化」に弱い人は意外に多いのです。

（４�）発達障害が疑われる社員の二次的
な精神疾患・障害

　発達障害が疑われる社員の「うつ状態」は
図４に示したようなメカニズムから生じてい
ることが観察されます。推論の域を出ません
が、彼らが病識を持ちにくい理由もこのメカ
ニズムに起因するのと思われます。図４に示
した「変化に対する脆弱性」、「挑戦に対する
病的躊躇」、「柔軟性の病的欠如」、「創造性・
想像性・共感性・継時性の欠如」などの特性
は、当人にとっては、意識する必要もない「あ
りのままの自己」です。大学・大学院を卒業
するまでは、そのことによって特段生きづら
いと感じることはないでしょうから、職域で
の破綻を理解できずに被害的に感じてしまう
のだと思われます。
　職域において「最も深刻な事例」は、知的
障害のない自閉スペクトラム症やADHD（注
意欠如・多動症）と言われる障害が強く疑わ
れる者であると言っても言い過ぎではないで
しょう。 特定の部署が何となく落ち着かず、
集団のストレス度が高まっている背景に発達
障害が疑われる社員の存在があることが少な
からずあります。このような社員に関する対
処の仕方について職場の上司や人事担当者か
らしばしば助言を求められます。結論から言
えば、人事担当者も産業保健スタッフも発達

図４

：
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障害についての知識は十分にあるにもかかわ
らず、職場において具体的にどのような対策
をとったらよいのかについては助言に苦慮し
ているというのが実状です。その理由につい
て①精神科・心療内科の側の事情と②患者の
側の問題に分けて述べたいと思います。

①精神科・心療内科側の事情について
　まず、「発達障害」が強く疑われる事例で
あっても、大人の発達障害を診る専門医は極
端に少ないのが現実です。仮にいたとしても、
1,000人以上の従業員を抱える大企業に筆記・
面接試験を合格した成人社員に対して、診断
書に積極的に「発達障害」と明記することに
は倫理的問題があります。何故なら「発達障
害」と診断することによって患者に利益がな
いばかりか、不利益を被らないという保証も
ないからです。
　また、幼少期から診続けてきた患者ならい
ざ知らず、いきなり「発達障害疑い」として
現れた知的水準の高い患者が、職場において
どのように扱われるべきかなどという相談に
適切な助言を与えられるでしょうか。さらに、
WAIS-Ⅳ（ウェクスラー成人知能検査）など
の心理テストにおいても、知能的に高ければ
発達障害の傾向が示されるとは限りません。
精神科医の中には「児童精神医学」を専門と
し、自閉スペクトラム症やADHD（注意欠如・
多動症）を専門とする医師はいますが、対象
者は、以下のDSM-5に分類されるような患者
であり、企業で「事例化」している「大人の
発達障害」を診る専門医は限られます。

１ 複数の状況で社会的コミュニケーショ
ンおよび対人的相互反応における持続
的欠陥があること

２ 行動、興味、または活動の限定された
反復的な様式が２つ以上あること（情
動的、反復的な身体の運動や会話、固
執やこだわり、極めて限定され執着す
る興味、感覚刺激に対する過敏さまた
は鈍感さなど）

３ 発達早期から１，２の症状が存在して
いること

４ 発達に応じた対人関係や学業的・職業
的な機能が障害されていること

５ これらの障害が、知的能力障害（知的
障害）や全般性発達遅延ではうまく説
明されないこと、さらに、「知的障害
の有無、言語障害の有無を明らかにし、
ADHD（注意欠如・多動症）との併存
の有無を確認することが重要とある。
そして、他の遺伝学的疾患（レット症
候群、脆弱X症候群、ダウン症候群）
の症状の一部として自閉スペクトラム
症が現れることもある。１，２の症状
の程度は様々であり、小児神経科・児
童精神科・小児科医師による医学的評
価が非常に重要である」と述べている

②患者の側の事情について
　医療機関を受診するという第一段階がまず
うまく行かないことが多いと思われます。本
人に病識がないので、受診を促すのは容易で
はありません。医療機関どころか産業医面談
すら「病気でないのに産業医に面談されるい
われはない」と拒否する者もいます。
　製造業で言えば、現業以外の研究分野や技
術部門の社員の学歴は高く、大学院を卒業し
ている者も珍しくありません。学業が優秀で
あれば、幼少期に小児科や小児神経科・児童
精神科を受診している者は皆無であると言っ
てもよいでしょう。「事例化」するケースに
共通しているのは、「被害的に感じており他
罰的である」、「主張が一方的で話がかみ合わ
ない」、「自分の好きな仕事は集中してできて
いる」ことなどが挙げられます。周囲が困っ
ているほどには本人は困っていません。時に

「サヴァン症候群」のように特定の分野に天
才的能力を持つ発達障害をイメージして、職
域の中に必ずぴったりの仕事があるはずであ
るという考えもあります。しかし、そのよう
な事例は、現実には極めて稀であると考えた
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方がよいでしょう。
　二次的な抑うつ状態、不安障害、睡眠障害
などを併発している場合には、その症状に対
する受診を促すことが当人の助けになること
もあります。例をあげると、「就業時間中の
度重なる居眠り」によって事例化した、発達
障害が疑われる若年男性に対し、睡眠時無呼
吸症候群専門の外来を紹介したところ、主治
医が発達障害を疑い当人が生きやすくなるた
めの書物11）を紹介したことがありました。産
業医が当人にその本の感想を聞いたところ、

「あたりまえのことが書いてあっただけ」と
不愉快そうに答えました。その後、「常習的
居眠りは、将来的に出世の妨げになる可能性
があるかもしれない。」と当人が考え直し、
居眠りの問題は少なくとも一時的には解決し
ました。産業医が睡眠時無呼吸症候群外来の
受診を奨めたのは単なる「時間稼ぎ」だった
かもしれませんが、どんなことがきっかけで
行動変容が促されるかわかりません。常識外
れの「居眠り」の相談を受けた時に、睡眠時
無呼吸症候群の専門医やてんかんの専門医、
過眠症を診る精神科医などの診察を通じたコ
ミュニケーションによって、当人に何らかの
気づきがあることを期待するのは他力本願的
ではありますが、手詰まり状態で何もしない
よりはよいのではないでしょうか。
　発達障害がベースになければ、「うつ病」、

「適応障害」、「不安障害」、「てんかん」、「睡
眠時無呼吸症候群」等の病名がついた者に対
する周囲の反応は概して好意的であり、職場
全体として深刻な状態が持続することはあま
りありません。発達障害がベースにある時は、
問題解決までに時間・労力がかかることを覚
悟しなければならないでしょう。

（５）今後の産業医の役割について
　一口に専属産業医といってもその企業の業
種や規模、経営方針、人事部の役割・権限の
範囲の違いによって産業医の業務は大きく異
なっていると思われます。また、産業医の専
門領域もまちまちです。臨床経験の長い医師

もいれば、労働医学、社会医学などの基礎医
学系の医師もいます。結論から言えば、専門
分野が何であるかはあまり大きな問題ではな
いように思います。
　医学全般にわたる広い知識を基に、日々の
健康相談やトラブル相談の内容に対し医学的
背景が背後に隠れていないかを検討し、疾患・
障害の見落としがないようにしなければなり
ません。例えば冒頭の例にも紹介した「居眠
り」が常態化しているような事例では、「単
に怠けている」のではなく、発達障害がベー
スにあると考えるのが自然な例もあります。
他にも、「場をわきまえず居眠っていた」の
ではなく、てんかんの部分発作であったこと
が神経内科における脳波検査で明らかになっ
た若年女性の例も経験しました。
　健康診断の結果から、アルコール依存症や
薬物依存症を推測し、しかるべき専門機関に
紹介できるようにあらかじめ医療機関の知識
を持っておくことも有用です。
　柔軟に思考する習慣、わからないことに対
する謙虚な気持ち、「事例化」した社員を支
援するのは使命であるというプロ意識も必要
でしょう。
　今後、特に専属産業医に相談される内容は
ますます広範囲にわたっていくことが予想さ
れます。厚生労働省による「労働者の心の健
康保持増進のための指針」によると、メンタ
ル不全は、「精神及び行動の障害に分類され
る精神障害や自殺のみならず、ストレスや強
い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社
会生活及び生活の質に影響を与える可能性の
ある精神的及び行動上の問題を幅広く含むも
の」と定義されています。産業医の関わり方
もより全人的、社会医学的になっていくこと
が予想されます。
　経営者が求める産業医の役割は、必ずしも
整理された形になっていないのが現状です。
それゆえに職務の遂行に困難を感じている産
業医も少なからず存在します。労働安全衛生
法の精神を経営者と共有し、実り多い共同作
業ができるようになることを願ってやみませ
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ん。労働者が安心して快適に働ける職場環境
を作っていくことと会社のリスク・マネジメ
ントの理念は矛盾しないはずです。
　最後に産業医学が学問として成立するため
にも、大学や研究機関が企業・自治体と共同
研究することが必要不可欠であると考えま
す。これまで労働衛生分野の施策は、厚生労
働省主導で推進されてきた印象があります。
今後は、現場のデータの分析結果が有効に活
用されるようなシステムの構築と産業医学と
いう学問分野がよりいっそう発展することを
願って本稿を終えたいと思います。

（６）謝辞
　最後になりましたが、本稿の調査対象とし
た86名の復職支援活動ならびに日々の健康相
談事業は、保健師と人事担当管理職の職務に
対する並々ならぬ熱意と献身、忍耐がなけれ
ば到底実現しなかったことでした。そのよう
な恵まれた場を与えてくれた保健師と人事担
当者に深く感謝します。また、復職支援の理
念を共有し、産業保健活動への間接的な支援
を惜しまなかった当時の社長にこの場を借り
て心から感謝の意を表します。本稿の投稿も
元社長の許可なしにはなし得ないことでし
た。
　そして復職活動に関係した全ての対象者、
同僚、管理職の皆さんに対して、同様の深い
感謝をいたします。関係者の皆さんに頭の下
がる思いを何度したことでしょう。産業医冥
利に尽きる日々を送らせていただきありがと
うございました。
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私　　の　　健　　康　　法
阪 南 市

市 長　水 野　謙 二

　趣味はと尋ねられると「山登り（山歩き）」
と答えます。春と夏には北アルプスを中心に
ひたすら歩いたことが懐かしい。今は、昼休
みなど時間を見つけ、大股の早歩きを心掛け、
歩くことを楽しんでいます。
　また、朝から自宅の庭で竹刀を用いた軽い
運動をし、朝日のあたる玄関先の床掃除する
ことで、気分よく１日を過ごすことができま
す。そして、どんなに遅く帰宅しても、翌日
に着るシャツなどをハンガーに掛けますと、

結構気分が変わります。
　そして、「朝食」は美味しくゴージャスに
食べることにしています。「朝カレー」や「朝
シチュー」も定番になっています。殊にワン
プレートですが、サラダにはレタス、ブロッ
コリー、ニンジン、タマネギ、ピーマン（パ
プリカ）、トマト、オクラ、海藻、豆類はい
つも入っています。そこに季節の果物、そし
て卵とソーセージを加え、いつも15種類は
摂っています。妻と話しながら美味しく食べ
ることが健康にも良い。１日を始める上で、

「朝食」は非常に重要な役割を果たすと考え
ています。
　このように栄養満点の「朝食」や日々の
ちょっとしたリフレッシュによって、身体と
心の健康を保つ。これが私の実践する健康法
です。
　最後に、市長として働く上で必要な情熱と
責任感は、自分自身を高め、自己成長を促進
します。また、達成感や自己実現感はストレ
ス緩和にも繋がり、心の健康にも良い影響を
及ぼします。これからも市民の皆さんと、健
康で充実した生活を送りたいと考えていま
す。

　
　大阪府健康医療部では、保健衛生関連で、
次の主な行事が行われる予定です。
○臓器移植普及推進月間 10月 1 日～31日
○骨髄バンク推進月間 10月 1 日～31日
○麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動月間
 10月 1 日～11月30日
○目の愛護デー 10月10日
○薬と健康の週間 10月17日～23日
○大阪府精神保健福祉月間
 11月 1 日～30日
○アルコール関連問題啓発週間
 11月10日～16日
○ふぐ取扱施設監視強化期間
 11月 1 日～ 2 月28日
○医療安全推進週間 11月19日～11月25日
○エイズ予防週間 11月28日～12月 4 日
○大阪府献血推進月間
 12月 1 日～31日
○年末食品一斉取締月間 12月 1 日～31日
〇生活衛生同業組合活動推進月間
 11月 1 日～30日
〇標準営業約款普及登録促進月間
 11月 1 日～30日

府 政 だ よ り

☆「 」第204号をお届けします。
　　今号の特集は、「職場の精神衛生−職域に

おける精神疾患・障害の産業医学的解釈−」
です。

　　原稿をご執筆いただきました、産業医・
労働衛生コンサルタント　木本　絹子　様
並びに阪南市長　水野 謙二　様の両先生
には厚く御礼を申し上げます。

☆表紙の写真は、「夕日」淡路島にて
　　撮影者　阪南出張所　石田　臣彦
☆校正・査読者
　　林田　雅至（大阪大学名誉教授）

編　集　後　記


